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「指定訪問介護」 

重要事項説明書 

 

 

社会福祉法人同和園  

同和園ホームへルプステーション 

京都市指定 第 2670900188 号 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供しま

す。事業所の概要や提供されるサービスの内容・契約上、ご注意い

ただきたいことを次の通り説明します。 
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1．事業者 

法人名   社会福祉法人同和園 

電話番号  ０７５―５７１－００１０ 

代表者氏名 理事長 亀谷 英央 

 

２．事業所の概要 

種類    指定訪問介護事業所 

事業の目的 社会福祉法人同和園が開設する同和園ホームヘルプステーション 

（以下「事業所」という。）が行う指定訪問介護事業の事業（以下「事業」 

という。）が，要介護状態にある高齢者又は事業対象者に対し，その有す 

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の生活 

機能の維持又は向上を目指すものとする。 

 

名称    同和園ホームヘルプステーション 

 

所在地   京都市伏見区醍醐上ノ山町１１番地 

 

電話番号 ０７５－５７１－３６８８ 

 

管理者名  谷口 寛貴 

 

運営方針 １，事業所は，事業の実施に当たっては，利用者の意思及び人格を尊重し 

て，常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。 

２，事業所の訪問介護員等は、要介護状態の心身の特性を踏まえ、居宅 

おいてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよ 

う、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

指定訪問介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医 

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関 

係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。 

３，事業所は，介護保険法その他の法令，「京都市介護保険法に基づく事業 

及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年１ 

月９日京都市条例第３９号）」，「指定居宅サービス等の事業の人員、設 

備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）」等に定める 

内容を遵守し，事業を実施するものとする。 

 

開設年月日 平成１３年３月 1 日 
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３．通常の事業の実施地域   

 通常の事業の実施地域は、下記の通りです。 

①京都市伏見区醍醐 

北醍醐、醍醐西、醍醐、池田、池田東、小栗栖、小栗栖宮山、石田、 

春日野、日野の各小学校区とします 

②京都市山科区 

小野、大宅、勧修の各小学校区とします。 

※上記以外の地域は個別にご相談ください。 

４．利用日及び利用時間及び受付時間  

利用日       月曜日～日曜日まで  

サービス提供時間  ８時３０分～１８時３０分 

受付時間      ８時３０分～１８時３０分 

※電話等により、２４時間常時連絡可能な体制を整えています。 

 

５．職員の体制(職員の配置については指定基準を満たしております) 

 

職  種 職  員 備    考 

管理者 １名  

サービス提供責任者 ２名以上 うち１名は常勤職員 

訪問介護員 ４名以上 常勤換算方法で４名以上 

 

６．利用料金表（介護保険給付対象サービスの一割負担の場合） とサービス内容、提供時間

〈サービスの内容と提供時間〉 

・身体介護とは入浴・排泄・食事・移動・体位変換・買い物同行等の身体介護及び自立 

支援又は重度化防止のための声かけ・見守り・一部介助の身体介護です。 

・生活援助とは、調理・洗濯・掃除・買物等を契約者又は同居家族が行えない場合に 

訪問介護員が代行で行うサービスです。 

・サービスに要する時間はそのサービスを実施するために国で定められた標準的な所 

要時間です。 

実際の活動時間は国の定められた標準的な時間を元に契約者又はご家族及び担当の 

介護支援専門員等と確認した上で、訪問介護計画書に記載した時間となります。 

但し、契約者の心身の状況や環境等の変化によりサービス内容及び提供時間を変更 

する場合があります。 

この場合は、担当の介護支援専門員及び契約者又はご家族等と相談し変更します。 

変更したサービス内容が継続したサービスになる場合は訪問介護計画書の見直しを 

行います 
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【訪問介護サービス利用料金表（一割負担の場合）】 

（１）基本単位 

① 身体介護のサービスを行った場合 

サービスに要する時間 身体介護中心である場合 

１回当たりの単位数 サービス利用料金 利用者負担額（１割の場合） 

２０分未満の場合 

（１９６単位） 
２，０９７円 ２１０円 

２０分以上３０分未満 

（２９３単位） 
３，１３５円 ３１４円 

３０分以上 1 時間未満 

（４６４単位） 
４，９６５円 ４９７円 

１時間以上１時間３０分未満 

（６８０単位） 
７，２７６円 ７２８円 

１時間３０分以上 

(30 分増すごとに９８単位加算) 

約１０４９円 

（30 分毎） 

約１０５円 

 （30 分毎） 

 

 

② 生活援助のサービスを行った場合 

サービスに要する時間 生活援助が中心である場合 

１回当たりの単位数 サービス利用料金 利用者負担額（１割の場合） 

２０分以上４５分未満 

（２１５単位） 
２，３０１円 ２３０円 

４５分以上 

（２６４単位） 
２，８２５円 ２８３円 

 

※時間は国に定められた標準的な所要時間です。 

※上記の金額には、特定事業所加算（Ⅰ）（所定単位数の 20％、端数については四捨五入）

が含まれています。 
 

③ 身体介護に引き続き「生活援助」のサービスを行った場合 

 

サービスに要する時間（１回当たりの単位数） 

 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

サービス利用料金 
利用者負担額 

（１割の場合） 

20 分以上 30 分未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 20 分～45 分未満（３７１単位） 
３，９７０円 ３９７円 

20 分以上 30 分未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 45 分～70 分未満（４４９単位） 
４，８０４円 ４８０円 

20 分以上 30 分未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 70 分以上（５２７単位） 
５，６３９円 ５６４円 

 

30 分以上 1 時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 20 分～45 分未満（５４２単位） 
５，７９９円 ５８０円 
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30 分以上 1 時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 45 分～70 分未満（６２０単位） 
６，６３４円 ６６３円 

30 分以上 1 時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 70 分以上（６９８単位） 
７，４６９円 ７４７円 

 

1 時間以上 1 時間半未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 20 分～45 分未満（７５８単位） 
８，１１１円 ８１１円 

1 時間以上 1 時間半未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 45 分～70 分未満（８３６単位） 
８，９４５円 ８９５円 

1 時間以上 1 時間半未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 45 分以上（９１４単位） 
９，７８０円 ９７８円 

 

1 時間半以上２時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 20 分～45 分未満（８５７単位） 
９，１７０円 ９１７円 

1 時間半以上２時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助 45 分～70 分未満（９３５単位） 
１０，００５円 １，００１円 

1 時間半以上２時間未満の身体介護に引き続き、 

生活援助70分以上（１０１３単位） 
１０，８３９円 １，０８４円 

※時間は国に定められた標準的な所要時間です。 

※上記の金額には、特定事業所加算（Ⅰ）（所定単位数の 20％、端数については四捨五入） 
が含まれています。 

※身体介護に引き続き生活援助を行った場合は上記以外の時間もございます。 

 その際は、契約者又はご家族及び担当の介護支援専門員等と相談し必要な際に都度説

明をさせて頂きます。 

 

（２）割増料金 

・上記は①及び②は午前８時から午後６時までのご利用料金です。 

それ以外にご利用される場合は割増料金となります。 

割増料金は以下の通りとなります。 

午後６時から午後１０時・午前６時から午前８時の 

いずれかにサービスを提供した場合  所定単位数の２５％を割増 

午後１０時から午前６時にサービスを提供した場合  所定単位数の５０％を割増 

 

（３）各種加算 

 ・上記以外に、要件を満たした場合には、以下加算費用が発生します。 

① 初回加算（２００単位／月） 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内 

にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は、訪問介護員等が訪問介護 

を行う際に同行訪問した場合に初回月のみ１ヶ月２００単位 

（利用者負担額：２１４円）を徴収します。 

また、サービスを実施した後に２ヶ月以上利用がなく（最終月が月途中の場合は 

翌月より２ヶ月経過後）、その後サービス利用を再開した際に、初回加算算定時と 

同じ手続きを行った場合についても同様に上記金額を徴収します。 
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② ２人の訪問介護員等によりサービスを実施した場合（通常料金の倍額） 

利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情又は、利用者の状況からそれに準ず

ると事業所が判断した場合は、契約者又はその家族等の同意を得て、訪問介護員等

が２人で訪問します。その場合は、２人分の料金（訪問日の所定単位数の倍額）を

徴収します。 

 

③ 緊急時訪問介護加算（１００単位／回） 

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が担当の介護支援専

門員と連携を図り、介護支援専門員が事後も含め必要と認めたときに、サービス提

供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）

を要請から２４時間以内に行った場合に、１回につき１００単位（利用者負担：１

０７円）を徴収します。 

 

④ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

利用者本人が、日々の暮らしの中で可能な限り自立した生活ができるように、生活

機能の向上を目的に、サービス提供責任者が自宅での生活の様子を適切に把握し、

把握した内容を理学療法士等に利用者に直接会わずに、理学療法士等が属する医療

機関の場において把握又は、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した

上で、サービス提供責任者が助言を受け、その助言に基づき「生活機能の向上を目

的とした訪問介護計画」を作成し、計画に基づき訪問介護員等が実施した場合に、

１ヶ月１００単位（利用者負担：１０７円）を徴収します。（３ヶ月が限度、但し、

３ヶ月後に評価を行い再度、計画を作成し実施した場合は引き続き徴収します。） 

 

⑤ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

利用者本人が、日々の暮らしの中で可能な限り自立した生活ができるように、生活

機能の向上を目的に、サービス提供責任者が医療機関に属する理学療法士等が指定

訪問リハビリテーション等の一環として利用者宅に訪問する際に同行する等により

理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向

上を目的とした訪問介護計画書」を作成し、計画に基づき訪問介護員等が、理学療

法士等と連携し実施した場合に１ヶ月２００単位（利用者負担：２１４円）を徴収

します。（３ヶ月が限度、但し、３ヶ月後に評価を行い再度、計画を作成し実施した

場合は引き続き徴収します。） 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定した場合、同時算定は行いません。 
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⑥ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

認知症対応力向上を目的に以下の要件を満たした場合には、１日に３単位（利用者

負担：４円）を徴収します。 

・認知症の日常生活自立度Ⅱ以上である利用者が、全体の５０％以上。 

・「認知症介護実践リーダー研修」の修了者を、日常生活自立度Ⅱ以上の利用者が   

２０名未満の場合は１人以上を配置。２０名以上の場合は当該対象利用者が１９

名を超えて１０名または端数が増えるごとに１名以上配置。 

・当該事業所の職員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または、技術的

指導に係る会議を定期的に開催。 

 

⑦ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

認知症対応力向上を目的に以下の要件を満たした場合には、１日に４単位（利用者

負担：５円）を徴収します。 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たしたうえで、「認知症介護指導者養成研修」

の修了者を１名以上配置し、事業所全体に対して認知症ケアの指導を実施。 

・認知症の日常生活自立度Ⅲ以上である利用者が、全体の２０％以上。 

・職員ごとに認知症ケアに関連する研修計画を作成し、それを実施または実施を予

定。 

 

⑧ 特定事業所加算（Ⅰ） 

当事業所は体制要件、人材要件、重度者等対応要件を満たしている為に、特定事業

所加算（Ⅰ）（基本単位数の２０％を加算）を徴収します。（上記、基本単位に組

み入れています。） 

１）訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の 

実施 

２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的と 

した会議の定期的な開催 

３）利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 

４）健康診断等の定期的な実施 

５）緊急時等における対応方法の明示すべての訪問介護員等に対して個別の研修計 

画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。 

６）病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24 時間連絡 

できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて 訪問介護を行うことができる 

体制の整備、看取り期における対応 方針の策定、看取りに関する職員研修の実 

施等 

７）利用者のうち、要介護４、５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、M）である者、 

たんの吸引等を必要とする者の占める割合が 20%以上、又は 

８）看取り期の利用者（※１）への対応実績が 1 人以上であること 

  ※１ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと 

診断した者であること。 
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⑨ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

サービスの基本単位数及び各種加算の単位数の合計に 24.5％を乗じ（小数点第１位

を四捨五入）て算出された数字に 10.7 円を乗じ（端数切捨）、更に 100 分の 10 を乗

じた金額（端数切上）を徴収します。 

 

（４）利用者負担 ２割又は３割の場合 

・一定以上の所得の方の自己負担割合が２割又は３割の方は、上記の金額の倍額もし

くは３倍の利用料金をご負担頂くこととなります。 

 

（５）保険給付が受けられない場合 

・契約者がまだ要介護認定を受けておられない場合や居宅サービス計画が作成され 

ていない場合は全て保険適用外の料金となりますが、事業所より交付しました 

「サービス提供証明書」によって、後日、介護保険から払い戻されます。 

 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用料金の 

変更をさせていただきます。 

 

７． その他の費用及びキャンセル料等 

（１）サービスを提供する上で無償使用するもの 

・訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で 

使用させていただきます。 

 

（２）取り消し料（キャンセル料） 

・サービス利用予定日の前日の営業時間内までにサービスの中止を申し出ることなく 

サービスの中止をされた場合は、下記の利用料を取り消し料としていただく場合が 

あります。 

 

サービスに要する時間     取 消 料 

３０分以上 1 時間未満    １００８円 

１時間毎に加算する    １００８円 
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（３）交通費 

 ① 実施地域外でサービスの提供を行った場合 

実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費については、予め利用者又は、家 

族に説明を行い、同意を得た上で、タクシー利用も含めご負担いただきます。 

②  同行サービス実施時に交通費が発生した場合 

利用者の自宅から通院等に訪問介護員が同行する際に係る交通費については、そ 

の費用をご負担いただきます。 

 

（４） 複写物（コピー） 

サービス実施記録等の複写物(コピー)については、１枚につき、１０円いただき 

ます。 

（５） 介護保険給付対象外サービス 

事業者は、契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サ－

ビスを実施した場合は、その利用料金をいただきます。 

 

８．利用料金のお支払い方法 

・利用料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月１５日までに請求書を発行しますので翌月２０ 

日から月末までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

・支払い方法は、下記いずれかの方法でお支払いください。 

・ゆうちょ銀行より自動引き落としの場合は翌月２０日に行いますが、引き落とし 

がされなかった場合は該当月の月末に再引き落としを行います。 

 

・集金代行サービスを利用した自動引き落としの場合は翌月２７日に引き落としを 

 行います。 

 但し、引落日が土・日・祝日の場合は銀行の翌営業日に引き落としを行います。 

  ＊振り込み手数料が発生する場合はご契約者の負担となります 

ア 現金による支払い 

イ ゆうちょ銀行への振り込み又は引き落とし 
・郵便貯金総合通帳口座   １４４８０－３１９８６１３１ 

      （口座名義 社会福祉法人  同和園） 
ウ 集金代行サービスでの引き落とし 
   収納企業名：三菱UFJニコス株式会社（NICOS） 

エ 下記指定口座への振り込み 

  ・京都中央信用金庫 醍醐支店  普通預金  ６７９９３８ 

    （口座名義 社会福祉法人同和園 同和園ホームヘルプステーション 
理事長 亀谷 英央） 

 

９．サービス利用の変更（契約書第９条参照） 

（１）契約者からの訪問介護サービスの利用中止、変更、追加の申し出 

契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサー

ビスの利用を追加することができます。この場合には実施日の２４時間前までに事業

者に申し出てください。 
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尚、変更、追加につきましては、訪問介護員の稼動状況等を見ながらご契約者と協議

をさせていただきます。 

・利用予定日の２４時間前までに申し出がない場合は、予定の利用料金をいただく 

場合があります。 

 （２）サービス当日の内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施がで 

きない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、変更したサービス内容 

と時間に応じた利用料金をいただきます。 

 （３）事業者からの申し出による訪問介護サービスの利用日の変更の申し出 

  契約者が入院した場合、入院期間、契約者の状態変化等により、利用曜日・利用時 

間・利用回数の変更をお願いする場合があります。 

  この場合、ご本人又はご家族及び担当介護支援専門員と協議を行うものとします。 

 

１０．契約の終了について（契約書第１３条～第１５条参照） 

  当事業所との契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のよう 

な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよう 

な事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了することとなります。 

① 契約者の要介護認定区分が自立又は要支援と認定された場合 
② 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により 
 事業所を閉鎖した場合 
③ 法人の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合 
④ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 
⑤ 契約者から解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 
⑥ 事業者から解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

 
（１）ご契約者からの契約解除の申し出（契約書第９条、第１０条、第１４条） 

    契約者は、この契約の有効期間中、いつでもこの契約を解除する事が 

    できます。この場合には契約者は、契約終了を希望する日の７日前ま 

でに事業所に通知するものとします。 

① 利用料金の変更に同意が出来ない場合 

② 事業所の運営規程の変更に同意が出来ない場合 

③ 事業者及びサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービ 
スを実施しない場合 

④ 事業者及びサービス従事者が守秘義務に違反した場合 
⑤ 事業者及びサービス従事者が契約者もしくはその家族等に対して社会通念を 

著しく逸脱する行為を行った場合 
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 （２）事業者からの申し出により契約解除して頂く場合（契約書第１５条） 

   以下の事項に該当する場合には、契約を解除させていただく事があります。 

① 契約者又はその家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項に

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続 
しがたい重大な事情を生じさせた場合 

② 契約者が、介護保健施設又は療養型施設を利用した場合。 
③ 契約者が連続して３ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合

もしくは入院した場合 
④ 契約者によるサービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、催告期間が３０

日を越えたにもかかわらずこれが支払われない場合。 
⑤ 契約者もしくはその家族等が事業者及びサービス従事者に対して本契約を継続

しがたいほどの著しい不信行為を行った場合。 
⑥ 契約者もしくはその家族が、サービス従事者等に対してハラスメント行為を行

い、継続したサービス提供が困難と事業所が判断した場合。 
 

１１. 緊急時の対応 

（１）従業者は，サービスの提供を行っているときに，利用者に病状の急変，その他 

緊急事態が生じたときは，速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機

関に連絡する等，必要な措置を講じるものとする。 

（２）サービスの提供により事故が発生した場合は，京都市，関係市町村，利用者の 

家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等に連絡 

するとともに，必要な措置を講じるものとする。 

（３）事業所は，事故の状況や事故に際して採った処置について，記録するとともに 

事故発生の原因を解明し，再発防止のための対策を講じるものとする。 

（４）利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には，損 

害賠償を速やかに行うものとする。 

 

１２．虐待の防止のための措置 

  （１）当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

    ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置。定期的な委員会の開催

とともに、その結果について従業者への周知。 

    ② 虐待の防止のための指針の整備。 

    ③ 従業者に対し、定期的に虐待の防止を啓発、普及するのための研修の実施。 

    ④ 上記（１）～（３）の措置を適切に実施するための担当者の選定及び設置。 

（２）当事業所は、養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）等による虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを保険者に通報

します。 
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１３．身体拘束等の禁止 

（１）当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者 

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体 

的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」とい 

う。)を行なわない。 

（２）当事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び 

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ 

の他必要な事項を記録する。 

 

１４．衛生管理等 

（１）従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければな 

らない。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げ 

る措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導 

を求めるものとする。 

１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい 

て、従業者に周知徹底を図る。 

２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及 

び訓練を定期的に実施する。 
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１５．苦情・相談の受付 

（１）当事業所ではご契約者またはご家族の方からの苦情・相談の受け付けをおこなっ

ております。 

所在地  京都市伏見区醍醐上ノ山町 11 番地  

   電話番号 （０７５）５７１－００１０  

   ＦＡＸ  （０７５）５７１－０４７３ 

   担当者   法人本部 佐賀 隆司 

   ご利用時間 午前 9 時から午後 5 時まで   

（２）第三者委員会の設置 

   当施設以外でも苦情の申し立てを受け付けるために、第三者委員会を以下のよう

に設置しております。 

   社会福祉法人 勧修福祉会 特別養護老人ホーム長楽園 施設長 西村 久史 

     連絡先 京都市山科区勧修寺仁王堂町１３－３ 

     電話  ０７５－５７２－６３１７ 

 

   社会福祉法人同和園監事  尾川税理士事務所長 尾川 宣之 

     連絡先 京都市東山区本町１０－１９７－３ 

     電話  ０７５－５２５－１９１１  

 

大谷大学名誉教授 

東本願寺青少年センター メール相談室 

社会福祉法人同和園監事            佐賀枝 夏文 

     連絡先 京都市下京区烏丸通七条上ル 

メールアドレス sagaesan@higashihonngannji.or.jp 

 

（３）その他に、下記の窓口で、介護保険に関する苦情、相談ができます。 
 

伏見区役所 醍醐支所 保健福祉センター 

健康長寿推進課 高齢介護保険担当   電話 ０７５－５７１－６４７１ 

 

山科区役所 保健福祉センター  

健康長寿推進課 高齢介護保険担当   電話 ０７５－５９２－３２９０ 

 

京都府国民健康保険団体連合会 

    介護保険課（介護相談係）       電話 ０７５－３５４－９０９０ 
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１６.  個人情報の保護 

（１）事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保 

   護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業 

   者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し 

   適切な取扱いに努めるものとする。 

（２）事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サー 

ビスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス 

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の 

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を 

あらかじめ文書により得るものとする。 

 

 

１７．秘密の保持 

（１）従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 

保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密 

を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 

 

その他運営についての留意事項 

・事業所は、訪問介護を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要 

な帳簿を整備し、その完結の日から５年間保存するものとします。 
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令和  年   月  日 

 

指定訪問介護サービスの開始にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 社会福祉法人同和園 同和園ホームヘルプステーション 

 

 

         サービス提供責任者             

 

 

私は、本書面に基づいて社会福祉法人同和園同和園ホームヘルプステーションから重

要事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。 

訪問介護サービスの提供開始と利用料金の支払いに同意します。 

また、介護サービス利用にあたっての個人情報提供、サービス担当者会議等への情報

提供についても同意します。 

 
契約者（利用者）   
             

（住    所）                                     

                          

（氏    名）                       

 

 身元引受人   

（住    所）                       

    

（氏    名）                       

 

（契約者との関係）                  

 

法定代理人 

（住  所）                        

 

（氏  名）                       

 

（契約者との関係）               
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社会福祉法人同和園 

理事長 亀谷 英央 殿 

  

            個人情報同意書 

 

社会福祉法人同和園が保有する私及びその家族に関する個人情報については、下記の 

内容の範囲内について、使用されることに同意します。 

 

記 

① 適切なサービスを円滑に行うために、情報共有が必要な時。（サービス担当者会議等） 
② サービス提供にかかる請求業務などの事務手続きを行う時。（利用者の介護請求等） 
③ サービス利用に関わる管理運営を行う時。（事業所内の利用者台帳の作成等） 
④ 緊急時の医師、関係機関への連絡が必要な時。 
⑤ ご家族及び後見人等への報告が必要な時。 
⑥ 法令上義務づけされている関係機関からの依頼があった時。 
⑦ 損害賠償責任等にかかる公的機関への情報提供が必要な時。 
⑧ 特定の目的のために、その利用目的の範囲で利用する同意を得た時。 

以上 

 

            令和   年   月   日 

        【契約者（利用者）】 

         住 所                          
                 

         氏 名                      

      【身元引受人】 

住 所                      

   氏  名                      

            契約者との関係               

【法定代理人】 

住 所                       

氏 名                      

契約者との関係              


